
※
本

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

は
、

実
施

主
体

で
あ

る
都

道
府

県
が

認
定

資
格

研
修

を
円

滑
に

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

研
修

内
容

や
実

施
方

法
等

を
網

羅
的

に
規

定
し

た
も

の
で

あ
り
、
認

定
資

格
研

修
の

一
定

の
質

の
確

保
及

び
国

全
体

と
し

て
の

一
定

の
均

質
化

を
図

る
こ

と
を

目
的

に
、
全

国
共

通
の

基
本

的
な

指
針

と
し

て
位

置
づ

け
る

こ
と

と
し

、
地

方
自

治
法

（昭
和

２
２
年

法
律

第
６
７
号

）第
２
４
５
条

の
４
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

く
技

術
的

な
助

言
と

し
て

、
「放

課
後

児
童

支
援

員
認

定
資

格
研

修
事

業
（都

道
府

県
認

定
資

格
研

修
ガ

イ
ド
ラ

イ
ン

）実
施

要
綱

」を
平

成
２
７
年

５
月

２
１
日

付
け

で
都

道
府

県
あ

て
通

知
を

発
出

。

本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
位
置
づ
け

認
定

の
仕

組
み

（
都

道
府

県
の

事
務

の
主

な
流

れ
）

認
定

資
格

研
修

の
実

施
認

定
資

格
研

修
修

了
→

認
定

→
修

了
証

交
付

認
定

者
名

簿
の

作
成

・管
理

【永
年

保
存

】

全 国 共 通 で 通 用 す る

修 了 証 と し て 位 置 づ け

※
個

人
情

報
の

保
護

に
十

分
留

意

受
講

資
格

等
の

確
認

市
区

町
村

都
道

府
県

連 携 ・ 協 力

基
準

第
１
０
条

第
３
項

第
９
号

の
認

定
は

市
区

町
村

が
実

施

受
講

申
込

書
の

提
出

修 了 前 に 、 他 の 都

道 府 県 に 転 居 又 は

病 気 等 で 欠 席 し た

場 合
既 修 了 科 目 は 履 修

し た も の と み な し 、

一 部 科 目 修 了 証

を 交 付

未 修 了 科 目 を 他 の

都 道 府 県 等 で 履 修

事
項

主
な

内
容

研
修

会
参

加
費

用
研

修
会

参
加

費
用

の
う
ち

、
資

料
等

に
係

る
実

費
相

当
部

分
、
研

修
会

場
ま

で
の

受
講

者
の

旅
費

及
び

宿
泊

費
に

つ
い

て
は

、
受

講
者

又
は

運
営

主
体

が
負

担
。

費
用

国
は

、
都

道
府

県
に

対
し

て
、
認

定
資

格
研

修
の

実
施

に
要

す
る

経
費

に
つ

い
て

、
別

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り
補

助
。

（※
）認

定
資

格
研

修
を

受
講

す
る

際
の

代
替

職
員

の
雇

上
げ

経
費

及
び

研
修

会
場

ま
で

の
旅

費
に

つ
い

て
は

、
運

営
費

に
計

上
。

全 国 共 通 の

「 認 定 者 名 簿

管 理 シ ス テ ム 」

を 導 入
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実
施

方
法

（例
）

【１
６
科

目
×

９
０
分

＝
１
，
４
４
０
分

（合
計

２
４
時

間
）の

場
合

】
（パ

タ
ー

ン
①

）１
日

９
０
分

の
講

義
等

を
４
科

目
（４

コ
マ

）［
午

前
・午

後
］で

計
４
日

間
で

実
施

（パ
タ

ー
ン

②
）１

日
９
０
分

の
講

義
等

を
４
科

目
（４

コ
マ

）［
午

前
・午

後
］で

２
日

間
、
２
科

目
（２

コ
マ

）［
午

後
の

み
］で

４
日

間
、
計

６
日

間
で

実
施

（パ
タ

ー
ン

③
）１

日
９
０
分

の
講

義
等

を
３
科

目
（３

コ
マ

）［
午

後
の

み
］で

４
日

間
、
２
科

目
（２

コ
マ

）
［午

後
の

み
］で

２
日

間
、
計

６
日

間
で

実
施

（パ
タ

ー
ン

④
）１

日
９
０
分

の
講

義
・演

習
を

２
科

目
（２

コ
マ

）［
午

前
の

み
］で

計
８
日

間
で

実
施

１
日

目
２
日

目
３
日

目
４
日

目
1
0
:0

0
～

1
0
:3

0
ガ

イ
ダ

ン
ス

1
0
:3

0
～

1
2
:0

0
講

義
・演

習
➀

講
義

・演
習

➄
講

義
・演

習
➈

講
義

・演
習

⑬
昼

食
(1

2
:0

0
～

1
3
:0

0
)

1
3
:0

0
～

1
4
:3

0
講

義
・演

習
➁

講
義

・演
習

➅
講

義
・演

習
➉

講
義

・演
習

⑭
休

憩
(1

4
:3

0
～

1
4
:4

0
)

1
4
:4

0
～

1
6
:1

0
講

義
・演

習
➂

講
義

・演
習

➆
講

義
・演

習
⑪

講
義

・演
習

⑮
休

憩
(1

6
:1

0
～

1
6
:2

0
)

1
6
:2

0
～

1
7
:5

0
講

義
・演

習
➃

講
義

・演
習

➇
講

義
・演

習
⑫

講
義

・演
習

⑯

１
日

目
２
日

目
３
日

目
４
日

目
５
日

目
６
日

目
1
0
:0

0
～

1
0
:3

0
ガ

イ
ダ

ン
ス

1
0
:3

0
～

1
2
:0

0
講

義
・演

習
➀

講
義

・演
習

➄
昼

食
(1

2
:0

0
～

1
3
:0

0
)

1
3
:0

0
～

1
4
:3

0
講

義
・演

習
➁

講
義

・演
習

➅
講

義
・演

習
➈

講
義

・演
習

⑪
講

義
・演

習
⑬

講
義

・演
習

⑮
休

憩
(1

4
:3

0
～

1
4
:4

0
)

1
4
:4

0
～

1
6
:1

0
講

義
・演

習
➂

講
義

・演
習

➆
講

義
・演

習
➉

講
義

・演
習

⑫
講

義
・演

習
⑭

講
義

・演
習

⑯
休

憩
(1

6
:1

0
～

1
6
:2

0
)

1
6
:2

0
～

1
7
:5

0
講

義
・演

習
➃

講
義

・演
習

➇

１
日

目
２
日

目
３
日

目
４
日

目
５
日

目
６
日

目
1
2
:3

0
～

1
3
:0

0
ガ

イ
ダ

ン
ス

1
3
:0

0
～

1
4
:3

0
講

義
・演

習
➀

講
義

・演
習

➃
講

義
・演

習
➆

講
義

・演
習

➉
講

義
・演

習
⑬

講
義

・演
習

⑮
休

憩
(1

4
:3

0
～

1
4
:4

0
)

1
4
:4

0
～

1
6
:1

0
講

義
・演

習
➁

講
義

・演
習

➄
講

義
・演

習
➇

講
義

・演
習

⑪
講

義
・演

習
⑭

講
義

・演
習

⑯
休

憩
(1

6
:1

0
～

1
6
:2

0
)

1
6
:2

0
～

1
7
:5

0
講

義
・演

習
➂

講
義

・演
習

➅
講

義
・演

習
➈

講
義

・演
習

⑫

１
日

目
２
日

目
３
日

目
４
日

目
５
日

目
６
日

目
７
日

目
８
日

目
8
:3

0
～

9
:0

0
ガ

イ
ダ

ン
ス

9
:0

0
～

1
0
:3

0
講

義
・演

習
➀

講
義

・演
習

➂
講

義
・演

習
➄

講
義

・演
習

➆
講

義
・演

習
➈

講
義

・演
習

⑪
講

義
・演

習
⑬

講
義

・
演

習
⑮

休
憩

(1
0
:3

0
～

1
0
:4

0
)

1
0
:4

0
～

1
2
:1

0
講

義
・演

習
➁

講
義

・演
習

➃
講

義
・演

習
➅

講
義

・演
習

➇
講

義
・演

習
➉

講
義

・演
習

⑫
講

義
・演

習
⑭

講
義

・
演

習
⑯
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１

全
体

【
提

案
団

体
数

】

【
提

案
件

数
】

平
成

３
０

年
８

月
３

０
日

(木
)

全
　

  
国

　
  

町
　

  
村

　
  

会

6
5
.3

%

1
6
.0

%

1
7
.3

%

－

う
ち

、
重

点
事

項

3
2

6
1

4
2
.7

%

8
1
.3

%

※
共

同
提

案
は

各
団

体
区

分
に

そ
れ

ぞ
れ

計
上

し
て

い
る

た
め

、
合

計
は

一
致

し
な

い
。

4
9

1
2

1
3

7
5

1
1
2

3
6
.0

%
9
6

3
0
.1

%

3
1
1

-
3
1
9

-

1
7
7

5
6
.9

%
1
5
7

4
9
.2

%

2
1

6
.8

%
4
4

1
3
.8

%

1
6
0

5
0
.2

%

1
9
8

6
3
.7

%
2
0
1

6
3
.0

%

平
成

2
9
年

平
成

3
0
年

平
成

2
9
年

平
成

3
0
年

1
8
4

5
8
.8

%

7
2

2
3
.0

%

1
1

3
.5

%

4
6

1
4
.7

%

2
5
6

8
1
.8

%

4
5

1
2
9

9
9

3
0

1
0

2
4
.5

%

7
0
.1

%

5
3
.8

%

1
6
.3

%

5
.4

%

都
道

府
県

う
ち

、
市

区

う
ち

、
町

村

合
　

計

全
国

的
連

合
組

織
等

合
　

計

市
区

町
村

全
国

的
連

合
組

織
等

都
道

府
県

市
区

町
村

う
ち

、
市

区

う
ち

、
町

村

※
九

州
地

方
知

事
会

、
特

別
区

長
会

の
構

成
団

体
は

都
道

府
県

・
市

区
に

も
そ

れ
ぞ

れ
計

上
。

1
8
4

-
3
1
3

-

1
8
6

5
9
.8

%

平
３

０
年

地
方

分
権

改
革

に
関

す
る

提
案

に
つ

い
て

（
町

村
か

ら
の

提
案

関
係

）

－
重

点
事

項
の

う
ち

、
新

た
な

共
同

提
案

な
ど

を
中

心
に

掲
載

－
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2

1
3
3

Ｂ 地 方 に 対 す
る

規 制 緩 和

九
重

町

保
育

教
諭

の
経

過
措

置
等

に
関

す
る

見
直

し

幼
保

連
携

型
認

定
こ

ど
も

園
に

置
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

保
育

教
諭

に
つ

い
て

は
、

幼
稚

園
教

諭
の

普
通

免
許

状
を

有
す

る
と

と
も

に
、

保
育

士
登

録
を

受
け

た
者

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

さ
れ

て
い

る
と

こ
ろ

、
経

過
措

置
と

し
て

平
成

3
1
年

度
ま

で
は

い
ず

れ
か

の
資

格
だ

け
で

も
保

育
教

諭
に

な
る

こ
と

が
で

き
る

が
、

当
該

経
過

措
置

を
延

長
し

て
い

た
だ

き
た

い
。

な
お

、
経

過
措

置
が

延
長

さ
れ

な
い

場
合

に
お

い
て

、
保

育
士

登
録

を
受

け
て

い
る

が
、

幼
稚

園
教

諭
の

免
許

が
更

新
さ

れ
て

い
な

い
者

に
つ

い
て

は
、

少
な

く
と

も
平

成
3
2
年

度
に

失
職

す
る

の
で

は
な

く
、

専
ら

3
歳

未
満

児
の

保
育

に
従

事
す

る
保

育
教

諭
と

見
な

し
て

い
た

だ
き

た
い

。

【
内

閣
府

、
文

部
科

学
省

、
厚

生
労

働
省

】
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

新
制

度
に

お
け

る
い

わ
ゆ

る
「
５

年
後

見
直

し
」
に

つ
い

て
は

､
平

成
3
0
年

５
月

2
8
日

に
開

催
し

た
子

ど
も

・
子

育
て

会
議

に
お

い
て

議
論

が
開

始
さ

れ
た

と
こ

ろ
で

あ
る

が
、

検
討

項
目

と
し

て
「
幼

保
連

携
型

認
定

こ
ど

も
園

に
お

け
る

保
育

教
諭

の
資

格
の

特
例

」
を

挙
げ

て
い

る
。

 同
会

議
は

､認
定

こ
ど

も
園

団
体

､自
治

体
関

係
者

等
が

構
成

員
と

な
っ

て
い

る
が

､５
月

2
8
日

の
会

議
の

場
で

は
､本

特
例

を
延

長
し

て
欲

し
い

旨
の

意
見

が
述

べ
ら

れ
て

い
る

｡
  
今

後
､引

き
続

き
、

同
会

議
に

お
い

て
議

論
を

行
い

、
そ

の
方

向
性

を
定

め
る

予
定

で
あ

る
｡

【
全

国
町

村
会

意
見

】
提

案
団

体
の

意
見

が
反

映
さ

れ
る

よ
う

積
極

的
に

検
討

し
て

い
た

だ
き

た
い

。

2
5
7

Ｂ 地 方 に 対 す
る

規 制 緩 和

京
都

府
、

滋
賀

県
、

京
都

市
、

福
知

山
市

、
舞

鶴
市

、
綾

部
市

、
宇

治
市

、
宮

津
市

、
亀

岡
市

、
城

陽
市

、
向

日
市

、
八

幡
市

、
京

田
辺

市
、

京
丹

後
市

、
木

津
川

市
、

大
山

崎
町

、
久

御
山

町
、

井
手

町
、

宇
治

田
原

町
、

笠
置

町
、

和
束

町
、

南
山

城
村

、
京

丹
波

町
、

伊
根

町
、

与
謝

野
町

、
大

阪
府

、
堺

市
、

兵
庫

県
、

神
戸

市
、

和
歌

山
県

、
鳥

取
県

、
徳

島
県

財
政

健
全

化
法

に
基

づ
く
健

全
化

判
断

比
率

の
算

定
・
報

告
の

一
元

化

地
方

公
共

団
体

の
財

政
の

健
全

化
に

関
す

る
法

律
（
以

下
、

「
財

政
健

全
化

法
」
と

い
う

。
）
に

基
づ

く
健

全
化

判
断

比
率

の
算

定
・

報
告

に
つ

い
て

、
全

国
の

地
方

公
共

団
体

に
共

通
の

法
定

事
務

で
あ

り
、

今
後

も
総

務
省

に
お

い
て

継
続

調
査

す
る

こ
と

が
想

定
さ

れ
る

事
務

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

自
動

転
記

等
の

機
能

を
備

え
た

普
通

交
付

税
算

定
、

決
算

統
計

と
一

元
化

さ
れ

た
電

子
調

査
表

シ
ス

テ
ム

を
構

築
す

る
こ

と
に

よ
り

、
効

率
的

に
事

務
を

進
め

、
財

政
健

全
化

法
第

３
条

に
規

定
す

る
「
速

や
か

な
公

表
」
が

可
能

と
な

る
こ

と
を

求
め

る
。

【
総

務
省

】
健

全
化

判
断

比
率

及
び

資
金

不
足

比
率

（
以

下
、

「
健

全
化

判
断

比
率

等
」
と

い
う

。
）

に
つ

い
て

は
、

地
方

公
共

団
体

の
財

政
の

健
全

化
に

関
す

る
法

律
に

基
づ

い
て

、
地

方
団

体
の

責
任

で
そ

の
基

礎
数

値
を

監
査

委
員

の
審

査
に

付
し

た
上

で
議

会
に

報
告

、
公

表
す

る
も

の
で

あ
り

、
総

務
大

臣
は

地
方

団
体

か
ら

健
全

化
判

断
比

率
等

の
報

告
を

受
け

る
立

場
に

あ
る

も
の

。
し

た
が

っ
て

、
健

全
化

判
断

比
率

等
を

算
定

す
る

た
め

の
シ

ス
テ

ム
構

築
に

つ
い

て
も

、
地

方
団

体
の

責
任

に
お

い
て

行
わ

れ
る

べ
き

も
の

と
考

え
る

。
【
全

国
町

村
会

意
見

】
提

案
団

体
の

意
向

及
び

関
係

府
省

の
回

答
を

踏
ま

え
適

切
な

対
応

を
求

め
る

。
（
省

庁
ヒ

ア
リ

ン
グ

に
お

い
て

総
務

省
か

ら
前

向
き

な
回

答
あ

り
）

3
6
7

Ｂ 地 方 に 対 す
る

規 制 緩 和

砥
部

町
、

今
治

市
、

新
居

浜
市

、
西

条
市

、
大

洲
市

、
伊

予
市

、
四

国
中

央
市

、
西

予
市

、
東

温
市

、
久

万
高

原
町

、
内

子
町

、
伊

方
町

、
松

野
町

、
鬼

北
町

、
愛

南
町

介
護

予
防

・
日

常
生

活
支

援
総

合
事

業
の

事
業

所
指

定
方

法
の

見
直

し

介
護

予
防

・
日

常
生

活
支

援
総

合
事

業
の

事
業

所
指

定
に

つ
い

て
、

指
定

基
準

を
同

じ
く
す

る
市

町
村

が
希

望
し

た
場

合
な

ど
に

一
括

（
広

域
的

）
で

申
請

を
受

理
及

び
指

定
で

き
る

よ
う

求
め

る
も

の

【
厚

生
労

働
省

】
介

護
予

防
・
日

常
生

活
支

援
総

合
事

業
の

事
業

者
の

指
定

に
係

る
事

務
に

つ
い

て
は

、
現

行
制

度
上

、
地

方
自

治
法

に
基

づ
く
協

議
会

（
地

方
自

治
法

第
2
5
2
条

の
２

の
２

）
、

事
務

の
委

託
（
地

方
自

治
法

第
2
5
2
条

の
1
4
）
、

事
務

の
代

替
執

行
（
地

方
自

治
法

第
2
5
2
条

の
1
6
の

２
）
等

の
仕

組
み

の
活

用
を

通
じ

て
申

請
の

受
理

及
び

指
定

に
係

る
事

務
を

一
括

し
て

行
う

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。
【
全

国
町

村
会

意
見

】
所

管
省

か
ら

「
現

行
制

度
上

可
能

」
と

の
回

答
が

あ
っ

た
が

、
活

用
事

例
等

も
含

め
、

十
分

な
周

知
を

行
う

こ
と

。

提
案

団
体

関
係

府
省

か
ら

の
第

１
次

回
答

・
全

国
町

村
会

意
見

提
案

事
項

求
め

る
措

置
の

具
体

的
内

容
提

案
区

分
管

理
番

号

32



3

【
警

察
庁

】
　

提
案

団
体

の
提

案
趣

旨
の

理
解

に
当

た
っ

て
、

本
年

６
月

2
9
日

開
催

の
「
地

方
分

権
改

革
有

識
者

会
議

」
の

資
料

６
も

参
照

し
て

、
以

下
の

と
お

り
回

答
す

る
。

【
(1

)に
つ

い
て

】
  
公

安
委

員
会

か
ら

指
定

を
受

け
た

自
動

車
教

習
所

（
以

下
「
指

定
自

動
車

教
習

所
」

と
い

う
。

）
で

技
能

教
習

を
受

講
し

た
者

の
う

ち
一

定
の

要
件

を
満

た
す

者
（
道

路
交

通
法

第
9
7
条

の
２

第
１

項
第

２
号

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

者
）
は

、
運

転
免

許
試

験
の

う
ち

技
能

試
験

が
免

除
さ

れ
る

こ
と

と
な

る
と

こ
ろ

、
職

員
や

設
備

等
に

関
し

て
一

定
の

要
件

を
満

た
す

自
動

車
教

習
所

は
、

当
該

指
定

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
る

と
さ

れ
て

い
る

。
し

た
が

っ
て

、
消

防
学

校
や

同
学

校
の

委
託

を
受

け
た

自
動

車
教

習
所

（
以

下
「
消

防
学

校
等

」
と

い
う

。
）
が

、
当

該
一

定
の

要
件

を
満

た
す

自
動

車
教

習
所

で
あ

る
と

し
て

公
安

委
員

会
か

ら
指

定
を

受
け

た
場

合
に

は
、

当
該

消
防

学
校

等
で

一
定

の
教

習
を

受
け

、
か

つ
道

路
交

通
法

第
9
7
条

の
２

第
１

項
第

２
号

の
適

用
を

受
け

る
者

に
つ

い
て

、
技

能
試

験
を

免
除

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
  
以

上
の

こ
と

か
ら

、
御

提
案

の
内

容
に

、
消

防
学

校
等

に
お

け
る

準
中

型
自

動
車

免
許

に
係

る
教

習
を

終
え

た
者

の
う

ち
一

定
の

要
件

を
満

た
す

者
（
道

路
交

通
法

第
9
7
条

の
２

第
１

項
第

２
号

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

者
）
に

つ
い

て
、

指
定

自
動

車
教

習
所

を
卒

業
し

た
者

と
同

様
に

、
当

該
免

許
に

係
る

技
能

試
験

を
免

除
さ

れ
た

い
と

い
う

も
の

が
含

ま
れ

て
い

る
の

で
あ

れ
ば

、
こ

れ
に

つ
い

て
は

、
消

防
学

校
等

が
一

定
の

要
件

を
満

た
す

自
動

車
教

習
所

で
あ

る
と

し
て

公
安

委
員

会
か

ら
指

定
を

受
け

る
こ

と
に

よ
り

、
現

行
の

道
路

交
通

法
令

で
対

応
可

能
で

あ
る

。
  
ま

た
、

御
提

案
の

内
容

に
は

、
緊

急
自

動
車

の
運

転
資

格
の

審
査

（
以

下
「
審

査
」

と
い

う
。

）
に

合
格

し
た

者
に

つ
い

て
、

当
該

緊
急

自
動

車
の

運
転

に
必

要
な

運
転

免
許

に
係

る
技

能
試

験
を

免
除

さ
れ

た
い

と
い

う
も

の
が

含
ま

れ
て

い
る

も
の

と
承

知
し

て
い

る
と

こ
ろ

、
技

能
試

験
は

、
取

得
し

よ
う

と
し

て
い

る
運

転
免

許
に

係
る

自
動

車
等

を
安

全
に

運
転

す
る

こ
と

が
で

き
る

基
本

的
な

運
転

技
能

を
有

し
て

い
る

か
否

か
を

確
認

す
る

も
の

で
あ

る
一

方
、

審
査

は
、

公
益

性
の

高
い

緊
急

用
務

の
た

め
に

道
路

を
迅

速
に

通
行

す
る

た
め

に
必

要
な

高
度

の
運

転
技

能
を

有
し

て
い

る
か

否
か

を
確

認
す

る
も

の
で

あ
り

、
道

路
交

通
法

上
、

審
査

を
受

け
る

者
は

、
当

該
審

査
に

よ
り

運
転

資
格

を
得

よ
う

と
す

る
緊

急
自

動
車

の
運

転
に

必
要

な
運

転
免

許
を

有
し

て
い

る
こ

と
が

前
提

と
な

っ
て

い
る

。
  
し

た
が

っ
て

、
技

能
試

験
と

審
査

は
全

く
異

な
る

も
の

で
あ

り
、

後
者

に
合

格
し

た
者

に
つ

い
て

前
者

を
免

除
す

る
こ

と
は

不
適

当
で

あ
る

。
【
(2

)に
つ

い
て

】
　

御
提

案
の

内
容

を
実

現
す

る
た

め
に

は
、

消
防

団
員

等
が

自
衛

隊
が

実
施

す
る

自
動

車
の

運
転

に
関

す
る

教
習

を
受

講
す

る
こ

と
が

で
き

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
と

こ
ろ

、
ま

ず
は

防
衛

省
に

お
い

て
判

断
さ

れ
る

べ
き

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

当
庁

か
ら

回
答

は
差

し
控

え
た

い
。

【
総

務
省

】
【
(1

)に
つ

い
て

】
  
御

要
望

の
趣

旨
が

、
消

防
学

校
等

で
教

習
を

受
講

す
る

こ
と

を
も

っ
て

、
必

要
な

運
転

免
許

に
係

る
技

能
試

験
を

免
除

し
て

ほ
し

い
と

い
う

も
の

で
あ

れ
ば

、
警

察
庁

が
所

管
す

る
道

路
交

通
法

上
の

制
度

に
関

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

当
庁

か
ら

回
答

は
差

し
控

え
た

い
。

　 　 　   

　
消

防
学

校
で

の
消

防
車

両
の

運
転

に
関

す
る

教
習

の
受

講
制

度
や

自
衛

隊
が

実
施

す
る

自
動

車
の

運
転

に
関

す
る

教
習

を
消

防
団

員
等

が
受

講
可

能
と

す
る

よ
う

な
制

度
等

の
創

設

消
防

団
員

等
の

消
防

車
両

運
転

に
係

る
特

例
制

度
の

創
設

鳴
沢

村
、

市
川

三
郷

町
、

早
川

町
、

身
延

町
、

南
部

町
、

富
士

川
町

、
昭

和
町

、
道

志
村

、
西

桂
町

、
忍

野
村

、
山

中
湖

村
、

富
士

河
口

湖
町

、
小

菅
村

、
丹

波
山

村

Ｂ 地 方 に 対 す
る

規 制 緩 和
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な

お
、

消
防

組
織

法
第

5
1
条

で
は

、
「
都

道
府

県
は

・
・
・
消

防
学

校
を

設
置

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

」
と

規
定

さ
れ

て
お

り
、

同
条

第
４

項
の

規
定

に
お

い
て

「
消

防
学

校
の

教
育

訓
練

に
つ

い
て

は
、

消
防

庁
が

定
め

る
基

準
を

確
保

す
る

よ
う

に
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

」
と

さ
れ

て
い

る
。

こ
の

消
防

庁
が

定
め

る
「
消

防
学

校
の

教
育

訓
練

の
基

準
」
第

1
1
条

に
お

い
て

は
、

「
消

防
団

員
に

対
す

る
特

別
教

育
の

到
達

目
標

並
び

に
教

科
目

及
び

時
間

数
は

、
目

的
に

応
じ

て
適

宜
編

成
す

る
も

の
と

す
る

。
」
と

さ
れ

て
お

り
、

各
消

防
学

校
に

お
い

て
、

地
域

の
実

情
に

応
じ

て
必

要
な

教
育

訓
練

の
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
を

実
施

し
て

い
る

も
の

と
考

え
て

い
る

。
　

ま
た

、
「
平

成
3
0
年

１
月

2
5
日

付
け

消
防

地
第

2
0
号

消
防

庁
次

長
通

知
」
に

お
い

て
、

「
消

防
団

員
の

準
中

型
免

許
取

得
に

係
る

公
費

負
担

制
度

の
創

設
」
と

、
「
地

域
の

実
情

に
応

じ
て

、
消

防
自

動
車

の
更

新
機

会
等

に
合

わ
せ

て
、

新
制

度
下

の
普

通
免

許
で

運
転

可
能

な
消

防
自

動
車

の
活

用
」
に

つ
い

て
要

請
し

て
い

る
と

こ
ろ

。
　

さ
ら

に
、

平
成

2
9
年

度
３

月
1
2
日

以
降

に
普

通
免

許
を

取
得

し
た

団
員

が
準

中
型

免
許

を
取

得
す

る
経

費
に

対
し

て
、

地
方

公
共

団
体

が
助

成
を

行
っ

た
場

合
の

当
該

助
成

額
の

一
定

割
合

に
つ

い
て

、
平

成
3
0
年

度
か

ら
特

別
交

付
税

措
置

を
講

じ
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

【
(2

)に
つ

い
て

】
  
御

指
摘

の
自

衛
隊

が
実

施
す

る
自

動
車

の
運

転
に

関
す

る
技

能
教

習
を

、
一

定
の

適
正

が
認

め
ら

れ
る

消
防

団
員

等
も

受
講

可
能

と
す

る
こ

と
に

つ
い

て
は

、
ま

ず
は

、
防

衛
省

に
お

い
て

判
断

さ
れ

る
べ

き
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
当

庁
か

ら
回

答
は

差
し

控
え

た
い

。
【
防

衛
省

】
防

衛
省

・
自

衛
隊

に
お

け
る

教
育

訓
練

の
受

託
に

つ
い

て
は

、
自

衛
隊

法
第

1
0
0
条

の
２

に
お

い
て

、
「
政

令
で

定
め

る
技

術
者

の
教

育
訓

練
を

実
施

す
る

こ
と

の
受

託
を

受
け

た
場

合
に

お
い

て
他

に
教

育
訓

練
の

施
設

が
な

い
と

認
め

る
と

き
は

、
自

衛
隊

の
任

務
遂

行
に

支
障

を
生

じ
な

い
限

度
に

お
い

て
、

当
該

委
託

を
受

け
、

及
び

こ
れ

を
実

施
す

る
こ

と
が

で
き

る
」
と

定
め

ら
れ

て
お

り
、

自
衛

隊
法

施
行

令
第

1
2
6
条

の
２

に
お

い
て

、
受

託
を

う
け

る
こ

と
が

で
き

る
具

体
的

な
技

術
者

に
つ

い
て

は
、

「
航

空
機

の
操

縦
及

び
整

備
」
「
落

下
傘

の
試

験
降

下
」
「
潜

水
艦

の
試

験
航

走
」
「
救

急
」
「
砲

の
操

作
」
に

従
事

す
る

者
と

規
定

さ
れ

て
い

る
。

今
回

の
ご

提
案

に
つ

い
て

は
、

消
防

団
員

に
対

す
る

自
動

車
運

転
に

つ
い

て
防

衛
省

・
自

衛
隊

に
対

し
て

教
育

の
受

託
を

求
め

る
も

の
で

あ
る

が
、

こ
れ

は
、

上
記

に
述

べ
た

よ
う

な
技

術
者

の
教

育
訓

練
に

該
当

せ
ず

、
ま

た
、

ご
提

案
の

教
育

を
実

施
す

る
民

間
の

自
動

車
教

習
場

が
多

数
あ

る
こ

と
は

広
く
認

識
さ

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
「
他

に
教

育
訓

練
の

施
設

が
な

い
と

認
め

る
と

き
」
に

も
該

当
せ

ず
、

現
行

の
法

令
に

照
ら

せ
ば

、
防

衛
省

・
自

衛
隊

と
し

て
お

受
け

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
こ

と
に

つ
い

て
御

理
解

を
賜

り
た

い
。

【
全

国
町

村
会

意
見

】
提

案
団

体
の

意
見

を
十

分
に

尊
重

さ
れ

た
い

。
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5

9
6

Ｂ 地 方 に 対 す
る

規 制 緩 和

埼
玉

県
、

川
越

市
、

所
沢

市
、

狭
山

市
、

坂
戸

市
、

伊
奈

町
、

小
鹿

野
町

、
美

里
町

、
東

京
都

公
金

収
納

に
お

け
る

電
子

マ
ネ

ー
の

取
扱

い
の

明
確

化

地
方

自
治

体
の

施
設

の
入

場
料

等
に

お
い

て
電

子
マ

ネ
ー

に
よ

る
公

金
収

納
が

推
進

さ
れ

る
よ

う
、

法
制

度
上

の
取

扱
い

を
明

確
化

す
る

こ
と

。

【
総

務
省

】
地

方
公

共
団

体
の

公
金

の
収

納
は

、
現

金
に

よ
る

納
付

が
原

則
と

さ
れ

て
い

る
が

、
地

方
自

治
法

第
2
3
1
条

の
２

第
６

項
の

規
定

に
よ

り
、

納
入

義
務

者
が

、
地

方
公

共
団

体
の

長
が

指
定

し
た

指
定

代
理

納
付

者
が

交
付

・
付

与
す

る
証

票
な

ど
の

物
や

番
号

等
を

提
示

・
通

知
し

て
、

当
該

指
定

代
理

納
付

者
に

当
該

納
入

義
務

者
の

歳
入

を
納

付
さ

せ
る

こ
と

を
申

し
出

た
場

合
に

承
認

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
電

子
マ

ネ
ー

を
利

用
し

た
公

金
の

収
納

に
つ

い
て

は
、

電
子

マ
ネ

ー
の

決
済

事
業

者
を

当
該

指
定

代
理

納
付

者
と

し
て

指
定

す
る

こ
と

に
よ

り
、

そ
の

活
用

が
可

能
で

あ
る

。
【
全

国
町

村
会

意
見

】
提

案
団

体
の

意
向

及
び

関
係

府
省

の
回

答
を

踏
ま

え
適

切
な

対
応

を
求

め
る

。

2
0
0

Ｂ 地 方 に 対 す
る

規 制 緩 和

茨
城

県
、

日
立

市
、

土
浦

市
、

古
河

市
、

結
城

市
、

龍
ケ

崎
市

、
下

妻
市

、
常

総
市

、
常

陸
太

田
市

、
笠

間
市

、
取

手
市

、
牛

久
市

、
つ

く
ば

市
、

鹿
嶋

市
、

那
珂

市
、

筑
西

市
、

坂
東

市
、

か
す

み
が

う
ら

市
、

行
方

市
、

つ
く
ば

み
ら

い
市

、
小

美
玉

市
、

茨
城

町
、

大
洗

町
、

栃
木

県
、

群
馬

県
、

新
潟

県

電
子

マ
ネ

ー
を

利
用

し
た

歳
入

の
収

納
を

可
能

と
す

る
規

制
緩

和

　
地

方
公

共
団

体
の

使
用

料
又

は
手

数
料

の
徴

収
に

つ
い

て
は

，
現

金
に

よ
る

方
法

の
ほ

か
，

地
方

自
治

法
第

2
3
1
条

の
2
に

基
づ

き
，

証
紙

（
使

用
料

及
び

手
数

料
に

限
る

）
，

口
座

振
替

，
証

券
又

は
指

定
代

理
納

付
者

に
よ

る
納

付
（
ク

レ
ジ

ッ
ト

カ
ー

ド
に

よ
る

納
付

）
に

よ
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。
　

い
わ

ゆ
る

電
子

マ
ネ

ー
を

利
用

し
た

公
金

の
収

納
に

つ
い

て
は

，
法

令
に

明
文

の
規

定
が

な
い

こ
と

か
ら

，
当

該
方

法
に

よ
る

収
納

に
つ

い
て

法
令

で
規

定
す

る
。

若
し

く
は

，
現

行
制

度
上

で
も

電
子

マ
ネ

ー
に

よ
る

納
入

が
可

能
で

あ
る

こ
と

を
明

確
化

す
る

。

【
総

務
省

】
地

方
公

共
団

体
の

公
金

の
収

納
は

、
現

金
に

よ
る

納
付

が
原

則
と

さ
れ

て
い

る
が

、
地

方
自

治
法

第
2
3
1
条

の
２

第
６

項
の

規
定

に
よ

り
、

納
入

義
務

者
が

、
地

方
公

共
団

体
の

長
が

指
定

し
た

指
定

代
理

納
付

者
が

交
付

・
付

与
す

る
証

票
な

ど
の

物
や

番
号

等
を

提
示

・
通

知
し

て
、

当
該

指
定

代
理

納
付

者
に

当
該

納
入

義
務

者
の

歳
入

を
納

付
さ

せ
る

こ
と

を
申

し
出

た
場

合
に

承
認

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
電

子
マ

ネ
ー

を
利

用
し

た
公

金
の

収
納

に
つ

い
て

は
、

電
子

マ
ネ

ー
の

決
済

事
業

者
を

当
該

指
定

代
理

納
付

者
と

し
て

指
定

す
る

こ
と

に
よ

り
、

そ
の

活
用

が
可

能
で

あ
る

。
【
全

国
町

村
会

意
見

】
提

案
団

体
の

意
向

及
び

関
係

府
省

の
回

答
を

踏
ま

え
適

切
な

対
応

を
求

め
る

。

6
1
0
2

Ｂ 地 方 に 対 す
る

規 制 緩 和

秋
田

県
、

男
鹿

市
、

鹿
角

市
、

由
利

本
荘

市
、

仙
北

市
、

小
坂

町
、

上
小

阿
仁

村
、

藤
里

町
、

五
城

目
町

、
羽

後
町

、
東

成
瀬

村

農
地

中
間

管
理

事
業

に
お

け
る

農
用

地
利

用
配

分
計

画
の

県
知

事
の

認
可

に
係

る
縦

覧
の

廃
止

農
地

中
間

管
理

事
業

に
関

し
て

、
早

期
に

農
地

の
賃

借
権

等
の

設
定

を
行

う
た

め
、

農
用

地
利

用
配

分
計

画
（
以

下
「
配

分
計

画
」
と

い
う

）
の

県
知

事
の

認
可

に
当

た
っ

て
は

、
意

見
聴

取
の

た
め

の
２

週
間

の
縦

覧
を

要
し

な
い

制
度

へ
と

変
更

す
る

。

【
農

林
水

産
省

】
農

地
中

間
管

理
事

業
の

推
進

に
関

す
る

法
律

に
つ

い
て

は
、

施
行

後
５

年
を

目
途

と
し

て
、

機
構

事
業

の
手

続
の

煩
雑

さ
の

解
消

な
ど

に
つ

い
て

総
合

的
に

検
討

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

【
全

国
町

村
会

意
見

】
提

案
団

体
の

意
向

及
び

関
係

府
省

の
回

答
を

踏
ま

え
適

切
な

対
応

を
求

め
る

。

5
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6

7
1
0
3

Ｂ 地 方 に 対 す
る

規 制 緩 和

秋
田

県
、

青
森

県
、

男
鹿

市
、

鹿
角

市
、

由
利

本
荘

市
、

仙
北

市
、

小
坂

町
、

上
小

阿
仁

村
、

藤
里

町
、

五
城

目
町

、
羽

後
町

、
東

成
瀬

村

農
地

中
間

管
理

事
業

に
関

す
る

農
用

地
利

用
集

積
計

画
及

び
農

用
地

利
用

配
分

計
画

の
契

約
期

間
延

長
に

係
る

手
続

緩
和

①
農

地
中

間
管

理
事

業
に

よ
り

設
定

さ
れ

た
利

用
権

の
期

間
延

長
手

続
き

に
つ

い
て

、
契

約
期

間
以

外
の

内
容

（
農

地
・
当

事
者

）
が

既
契

約
と

同
一

で
あ

る
場

合
、

市
町

村
公

告
及

び
県

知
事

の
認

可
・
公

告
ま

で
の

一
連

の
作

業
を

不
要

と
し

、
関

係
者

（
農

地
中

間
管

理
機

構
・
出

し
手

・
受

け
手

）
の

合
意

等
で

契
約

期
間

を
延

長
で

き
る

こ
と

と
す

る
。

②
改

正
土

地
改

良
法

施
行

前
に

農
地

中
間

管
理

機
構

が
借

り
入

れ
た

農
用

地
等

に
お

い
て

機
構

関
連

事
業

を
実

施
す

る
場

合
に

つ
い

て
も

①
と

同
様

の
手

続
き

を
経

れ
ば

よ
い

こ
と

と
し

、
現

行
必

要
と

さ
れ

て
い

る
一

連
の

作
業

（
計

画
の

撤
回

（
解

約
）
、

再
作

成
、

認
可

、
公

告
）
は

不
要

と
す

る
。

【
農

林
水

産
省

】
①

に
つ

い
て

  
 農

地
中

間
管

理
事

業
の

推
進

に
関

す
る

法
律

に
つ

い
て

は
、

施
行

後
５

年
を

目
途

と
し

て
、

機
構

事
業

の
手

続
の

煩
雑

さ
の

解
消

な
ど

に
つ

い
て

総
合

的
に

検
討

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

こ
の

中
で

提
案

の
内

容
も

踏
ま

え
つ

つ
、

対
応

を
検

討
す

る
。

な
お

、
農

地
中

間
管

理
機

構
か

ら
の

貸
付

け
に

つ
い

て
は

、
同

一
の

者
に

再
度

貸
し

付
け

る
場

合
等

の
農

用
地

利
用

配
分

計
画

の
添

付
資

料
の

一
部

を
不

要
と

す
る

よ
う

農
地

中
間

管
理

事
業

の
推

進
に

関
す

る
法

律
施

行
規

則
（
平

成
2
6
年

農
林

水
産

省
令

第
1
5
号

）
を

改
正

し
、

平
成

3
0
年

７
月

１
日

か
ら

施
行

し
た

と
こ

ろ
で

あ
る

。
②

に
つ

い
て

  
 平

成
2
9
年

の
改

正
土

地
改

良
法

（
以

下
「
改

正
法

」
と

い
う

。
）
に

よ
り

創
設

さ
れ

た
農

地
中

間
管

理
機

構
関

連
農

地
整

備
事

業
は

、
農

業
者

の
申

請
、

同
意

及
び

費
用

負
担

に
よ

ら
ず

行
う

土
地

改
良

事
業

で
あ

る
。

こ
の

事
業

の
創

設
に

伴
い

、
農

地
中

間
管

理
権

の
取

得
（
農

地
中

間
管

理
機

構
の

借
受

け
）
に

当
た

っ
て

改
正

法
に

よ
る

改
正

後
の

農
地

中
間

管
理

機
構

の
推

進
に

関
す

る
法

律
（
平

成
2
5
年

法
律

第
1
0
1
号

）
の

規
定

に
基

づ
き

、
あ

ら
か

じ
め

当
該

事
業

が
行

わ
れ

る
こ

と
が

あ
る

こ
と

に
つ

い
て

機
構

か
ら

農
地

所
有

者
に

対
し

て
説

明
す

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
。

こ
の

た
め

、
機

構
関

連
農

地
整

備
事

業
の

対
象

と
す

る
農

用
地

に
つ

い
て

は
、

改
正

法
に

お
い

て
、

改
正

法
の

施
行

後
に

機
構

が
農

地
中

間
管

理
権

を
取

得
し

た
（
借

り
受

け
た

）
農

用
地

と
さ

れ
て

い
る

。
し

た
が

っ
て

、
御

提
案

の
よ

う
に

、
改

正
法

の
施

行
前

か
ら

農
地

中
間

管
理

権
が

取
得

さ
れ

て
い

る
農

用
地

に
つ

い
て

、
契

約
期

間
を

延
長

す
る

こ
と

で
当

該
事

業
の

対
象

と
す

る
こ

と
は

困
難

で
あ

る
。

【
全

国
町

村
会

意
見

】
提

案
団

体
の

意
見

を
十

分
に

尊
重

さ
れ

た
い

。

8
1
6
9

Ｂ 地 方 に 対 す
る

規 制 緩 和

兵
庫

県
、

多
可

町
、

滋
賀

県
、

京
都

府
、

堺
市

、
神

戸
市

、
和

歌
山

県
、

鳥
取

県
、

徳
島

県
、

兵
庫

県
町

村
会

介
護

保
険

に
お

け
る

施
設

移
転

に
際

し
て

の
住

所
地

特
例

の
継

続

住
所

地
特

例
の

対
象

外
と

さ
れ

て
い

る
施

設
の

う
ち

、
対

象
施

設
の

同
一

市
町

内
に

あ
る

認
知

症
高

齢
者

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
を

住
所

地
特

例
の

対
象

と
す

る
こ

と
。

【
厚

生
労

働
省

】
介

護
保

険
制

度
に

お
い

て
は

、
住

み
慣

れ
た

地
域

と
の

つ
な

が
り

を
大

切
に

し
な

が
ら

、
地

域
生

活
に

密
着

し
た

形
で

要
介

護
者

の
日

常
生

活
を

支
え

る
こ

と
が

特
に

重
要

な
サ

ー
ビ

ス
を

「
地

域
密

着
型

サ
ー

ビ
ス

」
と

定
め

、
身

近
な

市
町

村
の

単
位

で
サ

ー
ビ

ス
の

運
営

を
行

う
こ

と
を

基
本

と
し

て
い

る
。

認
知

症
グ

ル
ー

プ
ホ

ー
ム

で
は

、
認

知
症

の
特

性
に

配
慮

し
、

家
庭

的
な

環
境

の
下

、
住

み
慣

れ
た

地
域

に
お

い
て

、
地

域
住

民
と

の
交

流
を

図
り

な
が

ら
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

で
き

る
よ

う
、

地
域

密
着

型
サ

ー
ビ

ス
の

一
つ

と
し

て
位

置
づ

け
て

い
る

。
し

た
が

っ
て

、
認

知
症

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
を

住
所

地
特

例
の

対
象

と
し

て
、

市
町

村
域

を
越

え
た

利
用

を
前

提
と

し
た

サ
ー

ビ
ス

と
位

置
づ

け
る

こ
と

に
つ

い
て

は
、

困
難

で
あ

る
。

【
全

国
町

村
会

意
見

】
提

案
団

体
の

意
見

を
十

分
に

尊
重

さ
れ

た
い

。
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7

9
1
9
6

Ｂ 地 方 に 対 す
る

規 制 緩 和

八
戸

市
、

三
沢

市
、

お
い

ら
せ

町
、

階
上

町

災
害

援
護

資
金

貸
付

金
の

保
証

人
に

関
す

る
規

定
の

見
直

し

災
害

援
護

資
金

貸
付

金
に

つ
い

て
、

市
町

村
に

よ
る

適
切

な
債

権
管

理
が

可
能

と
な

る
よ

う
、

災
害

援
護

資
金

の
貸

付
け

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
に

対
し

て
所

要
の

金
利

の
上

乗
せ

等
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、

保
証

会
社

に
よ

る
保

証
を

義
務

付
け

る
災

害
援

護
資

金
の

貸
付

制
度

の
見

直
し

を
行

い
、

保
証

人
な

し
の

災
害

援
護

資
金

の
貸

付
け

と
市

町
村

の
円

滑
な

債
権

回
収

を
両

立
し

て
い

た
だ

き
た

い
。

こ
れ

に
併

せ
、

市
町

村
が

災
害

援
護

資
金

を
貸

し
付

け
る

場
合

に
お

い
て

、
保

証
会

社
に

よ
る

保
証

が
円

滑
に

進
む

よ
う

、
国

に
お

い
て

全
国

的
な

仕
組

み
を

整
備

し
て

い
た

だ
き

た
い

。

【
内

閣
府

】
○

災
害

援
護

資
金

の
貸

付
け

に
つ

い
て

は
、

「
災

害
弔

慰
金

の
支

給
等

に
関

す
る

法
律

」
（
昭

和
4
8
年

法
律

第
8
2
号

）
に

基
づ

く
公

的
貸

付
制

度
で

あ
り

、
市

町
村

の
固

有
事

務
と

し
て

、
市

町
村

が
実

施
主

体
と

な
り

貸
付

け
を

行
っ

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

る
。

○
災

害
援

護
資

金
は

そ
の

償
還

を
担

保
す

る
た

め
、

「
災

害
弔

慰
金

の
支

給
等

に
関

す
る

法
律

施
行

令
」
（
昭

和
4
8
年

政
令

第
3
7
4
号

）
第

８
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

保
証

人
を

立
て

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

と
し

て
い

る
。

○
ご

提
案

い
た

だ
い

た
、

保
証

人
に

代
え

て
保

証
会

社
に

よ
る

保
証

を
義

務
づ

け
る

よ
う

制
度

化
す

る
こ

と
に

つ
い

て
は

、
①

過
去

の
貸

付
実

績
か

ら
見

て
保

証
会

社
に

よ
る

保
証

が
成

り
立

つ
の

か
懸

念
が

あ
る

こ
と

、
②

保
証

会
社

に
保

証
を

委
託

す
る

場
合

は
保

証
料

が
発

生
す

る
こ

と
か

ら
、

保
証

人
を

立
て

る
方

が
被

災
者

に
と

っ
て

望
ま

し
い

場
合

が
あ

る
こ

と
、

③
被

災
者

の
状

況
や

地
域

の
実

情
に

応
じ

て
債

権
管

理
が

行
わ

れ
る

べ
き

で
あ

る
こ

と
、

と
い

っ
た

理
由

か
ら

、
適

切
で

は
な

い
と

考
え

て
い

る
。

【
全

国
町

村
会

意
見

】
提

案
団

体
の

意
見

を
十

分
に

尊
重

さ
れ

た
い

。
ま

た
、

返
済

能
力

に
応

じ
た

貸
付

け
に

つ
い

て
も

検
討

さ
れ

た
い

。

1
0

1
9
8

Ｂ 地 方 に 対 す
る

規 制 緩 和

静
岡

県
、

神
奈

川
県

、
浜

松
市

、
沼

津
市

、
三

島
市

、
伊

東
市

、
富

士
市

、
藤

枝
市

、
御

殿
場

市
、

袋
井

市
、

湖
西

市
、

牧
之

原
市

、
長

泉
町

、
吉

田
町

子
ど

も
・
子

育
て

支
援

新
制

度
の

施
設

給
付

費
等

に
係

る
処

遇
改

善
Ⅱ

の
配

分
方

法
の

制
約

の
撤

廃

平
成

2
9
年

度
か

ら
保

育
士

等
の

キ
ャ

リ
ア

ア
ッ

プ
の

仕
組

み
の

導
入

と
技

能
・
経

験
に

応
じ

た
処

遇
の

改
善

の
た

め
の

子
ど

も
・
子

育
て

支
援

新
制

度
の

施
設

型
給

付
費

等
に

係
る

処
遇

改
善

加
算

Ⅱ
が

創
設

さ
れ

た
が

、
そ

の
運

用
に

お
け

る
加

算
額

の
配

分
方

法
に

制
約

が
課

せ
ら

れ
て

い
る

。
　

キ
ャ

リ
ア

ア
ッ

プ
の

仕
組

み
を

導
入

し
て

い
る

も
の

の
、

国
の

想
定

す
る

職
制

階
層

に
合

致
し

な
い

施
設

に
お

い
て

は
、

加
算

額
を

適
切

に
配

分
で

き
ず

、
処

遇
改

善
Ⅱ

の
申

請
を

行
わ

な
い

施
設

も
あ

る
。

　
各

保
育

所
等

の
人

員
配

置
の

実
態

に
見

合
っ

た
処

遇
改

善
が

可
能

と
な

る
よ

う
現

在
の

国
の

制
約

（
加

算
の

対
象

と
な

る
人

数
や

金
額

の
配

分
等

）
を

見
直

し
た

上
で

、
地

域
の

実
情

に
応

じ
て

都
道

府
県

知
事

が
副

主
任

保
育

士
等

の
経

験
を

有
す

る
と

認
め

た
職

員
も

対
象

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
制

度
と

し
て

い
た

だ
き

た
い

。

【
内

閣
府

、
文

部
科

学
省

、
厚

生
労

働
省

】
昨

年
度

か
ら

実
施

し
て

い
る

処
遇

改
善

等
加

算
Ⅱ

は
、

単
に

勤
続

年
数

に
応

じ
て

賃
金

水
準

を
引

き
上

げ
る

だ
け

で
は

な
く
、

保
育

士
等

の
専

門
性

の
向

上
を

図
る

と
と

も
に

、
新

た
に

保
育

園
等

に
お

け
る

保
育

人
材

の
キ

ャ
リ

ア
ア

ッ
プ

の
仕

組
み

を
構

築
し

て
い

た
だ

く
た

め
に

導
入

し
た

加
算

で
あ

る
。

　
そ

の
趣

旨
に

鑑
み

、
処

遇
改

善
額

の
配

分
に

は
一

定
の

要
件

を
設

け
て

い
る

が
、

現
場

や
自

治
体

等
か

ら
の

よ
り

柔
軟

な
配

分
を

可
能

と
し

て
ほ

し
い

と
の

要
望

を
受

け
、

今
年

度
か

ら
、

中
堅

の
保

育
士

等
に

関
す

る
加

算
額

の
一

部
を

、
比

較
的

若
い

階
層

の
職

員
へ

配
分

で
き

る
よ

う
要

件
を

一
部

緩
和

し
、

よ
り

使
い

や
す

い
も

の
と

し
た

と
こ

ろ
で

あ
る

。
国

と
し

て
は

、
ま

ず
は

こ
の

仕
組

み
が

活
用

さ
れ

る
よ

う
、

自
治

体
職

員
向

け
セ

ミ
ナ

ー
の

開
催

等
に

よ
り

周
知

を
図

っ
て

い
く
と

と
も

に
、

加
算

の
取

得
状

況
等

に
つ

い
て

調
査

し
、

検
証

を
行

う
。
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8

国
定

公
園

の
指

定
日

よ
り

前
か

ら
存

在
す

る
建

築
物

に
つ

い
て

、
改

築
、

建
替

え
等

の
計

画
が

な
い

状
態

で
既

存
建

築
物

の
取

り
壊

し
を

行
う

場
合

で
あ

っ
て

も
、

長
期

間
経

過
後

、
同

じ
場

所
に

建
築

物
を

設
置

す
る

際
に

、
元

々
同

じ
場

所
に

存
在

し
て

い
た

建
築

物
を

既
存

建
築

物
と

み
な

し
て

、
そ

の
規

模
を

超
え

な
い

建
築

物
が

建
て

ら
れ

る
よ

う
許

可
基

準
の

緩
和

を
求

め
る

。

【
環

境
省

】
○

既
存

建
築

物
の

取
壊

し
後

に
設

置
さ

れ
る

建
築

物
が

、
公

園
事

業
の

執
行

と
し

て
新

築
さ

れ
る

場
合

、
自

然
公

園
法

（
昭

和
3
2
年

法
律

第
1
6
1
号

。
以

下
「
法

」
と

い
う

。
）

第
2
0
条

第
９

項
第

１
号

の
規

定
に

よ
り

、
同

条
第

３
項

の
規

定
は

そ
も

そ
も

適
用

さ
れ

な
い

。
（
工

作
物

の
新

築
行

為
に

つ
い

て
は

許
可

が
不

要
。

）
　

な
お

、
国

定
公

園
に

お
い

て
、

知
事

が
定

め
る

管
理

計
画

が
存

在
し

、
そ

の
計

画
の

中
で

、
公

園
事

業
施

設
の

高
さ

、
容

積
率

、
建

蔽
率

等
が

制
限

さ
れ

て
い

る
場

合
に

お
い

て
も

、
現

地
の

実
情

に
合

わ
せ

て
県

知
事

は
制

限
を

緩
和

す
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。
○

既
存

建
築

物
の

取
り

壊
し

後
に

設
置

さ
れ

る
建

築
物

が
、

上
記

に
該

当
し

な
い

（
公

園
事

業
施

設
で

は
無

い
）
場

合
、

新
築

に
あ

た
っ

て
は

、
法

第
2
0
条

第
３

項
が

適
用

さ
れ

、
県

知
事

の
許

可
が

必
要

と
な

り
、

自
然

公
園

法
施

行
規

則
（
昭

和
3
2
年

厚
生

省
令

第
4
1
号

。
以

下
「
規

則
」
と

い
う

。
）
第

1
1
条

第
６

項
（
又

は
そ

の
他

の
項

）
に

規
定

さ
れ

る
許

可
基

準
に

適
合

す
る

必
要

が
あ

る
。

　
規

則
第

1
1
条

第
６

項
の

た
だ

し
書

に
規

定
さ

れ
る

『
「
既

存
の

建
築

物
」
と

は
、

「
滅

失
し

た
建

築
物

」
と

対
峙

さ
れ

、
申

請
時

に
現

に
存

在
し

て
い

る
建

築
物

の
こ

と
を

意
味

す
る

用
語

と
し

て
使

用
さ

れ
て

い
る

と
解

す
る

の
が

相
当

で
あ

る
。

』
（
平

成
1
7
年

９
月

1
6
日

 訴
第

5
1
7
号

 静
岡

地
裁

判
決

）
こ

と
を

踏
ま

え
、

「
建

築
物

の
改

築
、

建
替

え
等

の
計

画
が

な
い

状
態

で
既

存
建

築
物

の
取

り
壊

し
を

行
い

、
数

年
後

に
建

築
物

を
設

置
し

よ
う

と
す

る
場

合
」
は

、
規

則
第

1
1
条

第
６

項
の

た
だ

し
書

に
規

定
さ

れ
る

「
既

存
の

建
築

物
の

建
替

え
」
に

該
当

し
な

い
。

○
た

だ
し

、
地

域
の

実
情

等
に

よ
り

、
そ

の
自

然
的

、
社

会
的

条
件

か
ら

判
断

し
て

、
当

該
許

可
基

準
を

適
用

す
る

こ
と

が
適

当
で

な
い

と
、

国
定

公
園

内
に

お
い

て
県

知
事

が
認

め
た

地
域

に
お

い
て

は
、

規
則

第
1
1
条

第
3
6
項

に
基

づ
き

、
県

知
事

は
、

当
該

基
準

の
特

例
を

定
め

る
こ

と
が

で
き

る
と

さ
れ

て
い

る
。

当
該

規
定

に
基

づ
き

、
今

回
の

よ
う

な
具

体
的

支
障

事
例

が
生

じ
て

い
る

地
域

に
つ

い
て

、
県

知
事

の
判

断
に

よ
り

特
例

を
設

定
す

る
こ

と
は

可
能

で
あ

る
。

○
以

上
よ

り
、

本
提

案
は

、
現

行
制

度
の

中
で

、
か

つ
、

県
の

権
限

に
よ

り
解

決
可

能
な

事
項

と
考

え
る

。
【
全

国
町

村
会

意
見

】
提

案
団

体
の

意
向

及
び

関
係

府
省

の
回

答
を

踏
ま

え
適

切
な

対
応

を
求

め
る

。

1
1

2
2
4

Ｂ 地 方 に 対 す
る

規 制 緩 和

菰
野

町
、

三
重

県

国
定

公
園

の
指

定
日

前
か

ら
存

在
す

る
建

築
物

に
つ

い
て

の
許

可
基

準
の

緩
和
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1
2

2
8
9

Ｂ 地 方 に 対 す
る

規 制 緩 和

全
国

知
事

会
、

全
国

市
長

会
、

全
国

町
村

会

地
域

の
実

情
に

応
じ

て
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
バ

ス
等

の
円

滑
な

導
入

を
可

能
と

す
る

制
度

の
構

築

人
口

減
少

等
の

進
展

に
よ

り
、

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

バ
ス

等
は

地
域

公
共

交
通

と
し

て
主

要
な

地
位

を
占

め
る

よ
う

に
な

っ
た

が
、

法
令

上
は

従
前

の
ま

ま
補

助
的

か
つ

ご
く
例

外
的

な
位

置
付

け
の

ま
ま

と
さ

れ
、

そ
の

活
用

が
本

来
期

待
さ

れ
る

範
囲

に
比

べ
て

著
し

く
限

定
さ

れ
て

い
る

た
め

、
関

係
す

る
法

規
制

を
横

断
的

に
見

直
し

、
地

域
の

実
情

に
応

じ
た

地
域

交
通

の
円

滑
な

導
入

を
可

能
と

す
る

制
度

を
構

築
。

【
国

土
交

通
省

】
（
別

紙
②

関
係

）
　

他
人

の
需

要
に

応
じ

、
有

償
で

、
自

動
車

を
使

用
し

て
貨

物
を

運
送

す
る

事
業

を
行

う
場

合
に

は
、

輸
送

の
安

全
の

確
保

及
び

利
用

者
利

益
の

保
護

の
観

点
か

ら
許

可
が

必
要

と
な

っ
て

い
る

。
自

家
用

有
償

旅
客

運
送

者
に

よ
る

有
償

で
の

貨
物

運
送

に
つ

い
て

も
、

上
記

の
観

点
か

ら
原

則
と

し
て

認
め

て
お

ら
ず

、
地

域
の

既
存

の
貨

物
自

動
車

運
送

事
業

者
の

み
に

よ
っ

て
は

当
該

地
域

内
の

住
民

に
係

る
貨

物
運

送
サ

ー
ビ

ス
の

維
持

・
確

保
が

困
難

で
あ

る
な

ど
公

共
の

福
祉

を
確

保
す

る
た

め
や

む
を

得
な

い
場

合
に

お
い

て
、

許
可

を
受

け
た

場
合

に
限

っ
て

認
め

て
い

る
。

そ
の

際
、

輸
送

の
安

全
の

確
保

及
び

利
用

者
利

益
の

保
護

の
観

点
か

ら
問

題
が

な
い

か
を

申
請

ご
と

に
確

認
す

る
必

要
が

あ
る

た
め

、
許

可
を

不
要

と
す

る
こ

と
は

困
難

で
あ

る
。

（
別

紙
④

関
係

）
　

都
市

計
画

法
第

2
9
 条

及
び

都
市

計
画

法
施

行
令

第
2
1
 条

に
お

い
て

、
路

線
を

定
め

て
定

期
に

運
行

す
る

自
動

車
に

よ
り

乗
合

旅
客

の
運

送
を

行
う

一
般

乗
合

旅
客

運
送

事
業

の
用

に
供

す
る

施
設

（
車

庫
等

）
で

あ
る

建
築

物
等

は
開

発
許

可
が

不
要

と
さ

れ
て

い
る

。
こ

れ
は

、
路

線
定

期
運

行
の

一
般

乗
合

旅
客

自
動

車
運

送
事

業
は

、
運

行
系

統
が

定
め

ら
れ

て
お

り
、

起
点

、
終

点
、

経
過

地
で

あ
る

主
た

る
営

業
所

等
が

定
め

ら
れ

、
固

定
さ

れ
た

ル
ー

ト
に

お
い

て
定

期
的

幹
線

運
行

を
行

う
事

業
で

あ
る

た
め

、
当

該
事

業
の

用
に

供
す

る
施

設
で

あ
る

建
築

物
は

当
該

ル
ー

ト
上

に
立

地
す

る
こ

と
が

必
然

的
で

あ
る

こ
と

な
ど

か
ら

、
開

発
許

可
の

対
象

か
ら

除
外

し
て

い
る

も
の

で
あ

る
。

一
方

、
区

域
運

行
及

び
不

定
期

運
行

の
一

般
乗

合
旅

客
自

動
車

運
送

事
業

の
用

に
供

す
る

施
設

で
あ

る
建

築
物

に
つ

い
て

は
、

一
律

に
開

発
許

可
を

不
要

と
す

る
こ

と
は

適
当

で
は

な
い

こ
と

か
ら

、
建

築
物

ご
と

に
開

発
許

可
権

者
に

よ
る

個
別

の
審

査
に

か
か

ら
し

め
て

い
る

。
本

支
障

事
例

に
お

い
て

開
発

許
可

が
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
理

由
は

、
当

該
開

発
許

可
権

者
が

定
め

る
開

発
許

可
基

準
に

お
い

て
、

都
市

計
画

法
第

3
4
 条

第
1
4
 号

の
対

象
と

な
る

施
設

を
限

定
的

に
し

か
認

め
て

い
な

い
こ

と
に

よ
る

も
の

と
承

知
し

て
い

る
。

し
か

し
な

が
ら

、
同

号
の

対
象

施
設

は
限

定
列

挙
と

し
て

お
ら

ず
、

一
定

の
要

件
を

満
た

す
施

設
は

許
可

対
象

と
な

り
う

る
こ

と
か

ら
、

本
支

障
事

例
に

つ
い

て
も

、
当

該
自

治
体

の
開

発
許

可
基

準
を

改
正

す
れ

ば
十

分
対

応
可

能
な

も
の

と
考

え
ら

れ
る

。
な

お
、

国
と

し
て

は
上

記
施

設
に

係
る

開
発

許
可

が
可

能
で

あ
る

旨
の

明
確

化
に

つ
い

て
検

討
し

て
参

り
た

い
。

【
全

国
町

村
会

意
見

】
本

会
等

提
案

団
体

の
意

見
が

反
映

さ
れ

る
よ

う
積

極
的

に
検

討
し

て
い

た
だ

き
た

い
。
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1
0

提
案

事
項

根
拠

法
令

等
制

度
の

所
管

・
関

係
府

省
提

案
団

体
「
平

成
2
7
年

の
地

方
か

ら
の

提
案

等
に

関
す

る
対

応
方

針
」

町
村

の
都

市
計

画
の

決
定

に
関

す
る

都
道

府
県

の
同

意
の

廃
止

都
市

計
画

法
第

1
9
条

第
3
項

(市
町

村
の

都
市

計
画

の
決

定
）

国
土

交
通

省
全

国
町

村
会

酒
々

井
町

町
村

の
都

市
計

画
の

決
定

又
は

変
更

に
係

る
都

道
府

県
知

事
へ

の
同

意
を

要
す

る
協

議
（
1
9
 条

３
項

（
2
1
 条

２
項

で
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）
）
に

つ
い

て
は

、
運

用
指

針
で

定
め

ら
れ

た
協

議
に

当
た

っ
て

の
留

意
事

項
の

定
着

状
況

を
踏

ま
え

、
都

道
府

県
知

事
同

意
に

つ
い

て
、

平
成

3
0
年

ま
で

に
、

町
村

の
自

主
性

を
尊

重
す

る
観

点
に

留
意

し
、

廃
止

を
含

め
、

結
論

を
得

る
。

提
案

事
項

根
拠

法
令

等
制

度
の

所
管

・
関

係
府

省
提

案
団

体
「
平

成
2
9
年

の
地

方
か

ら
の

提
案

等
に

関
す

る
対

応
方

針
」

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

に
係

る
「
従

う
べ

き
基

準
」
等

の
見

直
し

児
童

福
祉

法
第

３
４

条
の

８
の

２
第

2
項

、
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

の
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
（
平

成
2
6
年

4
月

3
0

日
厚

生
労

働
省

令
第

6
3

号
）
、

放
課

後
児

童
支

援
員

等
研

修
事

業
実

施
要

項

厚
生

労
働

省
全

国
知

事
会

全
国

市
長

会
全

国
町

村
会

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業
（
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

法
（
平

2
4
法

6
5
）
5
9
条

5
号

及
び

児
童

福
祉

法
6
条

の
3
第

2
項

）
に

従
事

す
る

者
及

び
そ

の
員

数
（
児

童
福

祉
法

3
4
条

の
8
の

2
第

2
項

）
に

係
る

「
従

う
べ

き
基

準
」
に

つ
い

て
は

、
子

ど
も

の
安

全
性

の
確

保
等

一
定

の
質

の
担

保
を

し
つ

つ
地

域
の

実
情

等
を

踏
ま

え
た

柔
軟

な
対

応
が

で
き

る
よ

う
、

参
酌

化
す

る
こ

と
に

つ
い

て
、

地
方

分
権

の
議

論
の

場
に

お
い

て
検

討
し

、
平

成
3
0
年

度
中

に
結

論
を

得
る

。
そ

の
結

果
に

基
づ

い
て

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

平
成

2
6
年

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
案

件
に

つ
い

て

平
成

2
9
年

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
案

件
に

つ
い

て
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